
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名 種 受験者数 合格者数

はり師国家試験 ② 31 22

人 きゅう師国家試験 ② 31 21

人 健スポ検定（初級） ③ 31 31

人 健スポ検定（一般） ③ 31 31

％

■卒業者に占める就職者の割合

％

（平成 28

3 名 3.0 ％

九州医療スポーツ
専門学校

平成20年3月31日 中村　潤

〒802-0077
福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目1番2号

（電話） 093-531-5331

（別紙様式４）

平成30年3月6日
（前回公表年月日：平成－年－月－日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人国際学園 昭和34年10月13日 水嶋　昭彦

〒802-0077
福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目1番2号

（電話）

医療 医療専門課程 鍼灸学科
平成25年文部科学省

告示第2号
－

学科の目的
はり師・きゅう師国家試験現役合格を目指すことはもとより、技術・知識の修得だけではなく、患者さんに安心を与えることができる豊かな感性
と温かい人間性を持ち、社会からも認められる高い倫理観を備えた医療人としての鍼灸師の養成を目指す。

093-531-5331

分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

認定年月日 平成30年2月27日

修業年限
全課程の修了に必要な総
授業時数又は総単位数 講義 演習 実習 実験 実技

0 15

単位

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内
数）

専任教員数 兼任教員数 総教員数

3 昼間
134 90 28 1

学期制度
■前期：04月01日～09月30日
■後期：10月01日～03月31日

成績評価

■成績表：

■成績評価の基準・方法

試験実施による成績評価

180人 121人 0人 12人 4人 16人

長期休み
■春期：03月12日～04月10日
■夏期：08月11日～08月15日
■冬期：12月27日～01月09日

卒業・進級
条件

当該学年における必須授業科目の単位修得

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類

■個別相談・指導等の対応
長崎街道歴史発見ウォーク
文化祭

面談等の実施

■サークル活動： 有

鍼灸院、鍼灸整骨院など （平成28年度卒業者に関する平成29年5月1日時点の情報）

96.8

■その他

卒業者29名のうち就職を希望しなかった者1名は、教員養成科
に進学。

年度卒業者に関する

■就職者数 30

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該
当するか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの

③その他（民間検定等）

■自由記述欄
上表中「健スポ検定」の標記は、「健康スポーツセラピス
ト知識検定」を示します。

平成28年04月01日時点において、在学者101名（平成28年04月01日入学者を含む）

平成29年03月31日時点において、在学者098名（平成29年03月31日卒業者を含む）

■中途退学の主な理由

学業低迷、志望職種の変更、家庭の経済的な事情など

就職等の
状況※２

■就職率 100.0

平成29年5月1日 時点の情報）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■就職指導内容

キャリアサポートセンターによる就職指導、開業鍼灸師による
業界に関するセミナーの開催等

■卒業者数 31

■就職希望者数 30

■主な就職先、業界等（平成28年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等

■中退防止・中退者支援のための取組

本人および保護者面談、カウンセラーによる面談、個別またはグループに対する学習指導



当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
https://www.kmsv.jp/sinkyu/

（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映
した内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意し、
それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留年」
「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をい
います。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職
者とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進
学状況等について記載します。

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と
同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的
な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　有
※有の場合、制度内容を記入
１）全国高校総体、国民体育大会出場またはそれに準ずる大会出場経験や、プロスポーツまたはアマチュアスポーツにおいて活躍実績のある
者。入学金および授業料を、実績に応じて20万円～全額を免除。
２）本学科と他学科を同時に入学する場合は、それぞれの学科において入学金を40万円免除。本学科在学中に他学科にも入学して併学する
場合は、新たに入学する学科の入学金のうち40万円免除。

■専門実践教育訓練給付：　給付対象
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載
平成28年度給付実績／7名

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　無
※有の場合、例えば以下について任意記載
（評価団体、受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページＵＲＬ）



種別

①

③

平成29年4月1日現在

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の
　　教育課程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関
　　する基本方針

　　　　主に医療・スポーツ領域に関わる鍼灸師に対するニーズは多岐にわたる。そこで鍼灸師が活躍する
　　　　現場からの最新のニーズについて教育課程編成員会を通して関連する企業や団体から提案してもらい、
　　　　それらを学科のカリキュラム等に反映させることで職業教育の水準向上を図ることを基本方針とする。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け

　　　　教育課程編成委員会は、本校においてより実践的かつ専門的な職業教育を実施することを目的に設置
　　　　する。同委員会の意見は学科会議において協議して、授業科目の開設その他授業内容や方法の改善及
　　　　び工夫等を含む教育課程の編成に努める。学科会議において協議した結果は、同委員会に対する報告
　　　　書の提出をもって報告する。

堀之内　貴一 九州医療スポーツ専門学校　鍼灸学科学科長

九州医療スポーツ専門学校　副校長

九州医療スポーツ専門学校　校長

中島　喜代彦

西田　真紀

中村　潤

九州医療スポーツ専門学校　副校長

川上　修 折尾治療院永犬丸分院　院長 H29年4月1日～H31年3月31日

名　前 所　　　属 任期

味村　吉浩 九州医療スポーツ専門学校　教務部長

松波　賢

松尾　創

九州医療スポーツ専門学校　スポーツ鍼灸学科学科長

北九州市鍼灸マッサージ師会　副会長 H29年4月1日～H31年3月31日

　　（開催日時）
　　　　第１回　平成29年06月15日　16：30～17：30
　　　　第２回　平成29年08月24日　17：30～18：40
（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

　　　　委員会で検討したことで、教育課程の編成に反映したほうが良いと思われる課題を以下に示す。
　　　　　　① 本学の教育理念と整合するようカリキュラムポリシーの確立を図る。
　　　　　　② 他者とのコミュニケーション力向上
　　　　　　③ 国語力、特に文章力の向上
　　　　　　④ SNSなど、リスクコミュニケーションへの対応
　　　　　　⑤ 基礎学力修得の徹底
　　　　以上の課題に対する対応として、
　　　　　　・学科が中心となったカリキュラムポリシーを作成する。
　　　　　　・現場で必要とされる社会性（礼儀・態度等）コミュニケーション能力向上を推し進めるために「接遇」
　　　　　　　に関する講座を実施する。
　　　　　　・SNSを中心としたリスク管理の講座を実施する。
　　　　　　・鍼灸学の基礎である解剖学・生理学・経絡経穴の知識修得の徹底を図る。

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期
　　　　6月と11月の年2回。 但し、開催の必要があると委員が判断した場合は、委員長に開催を願い出る
　　　　ことができる。



科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

鍼灸演習８
はり師・きゅう師に必要な知識を再確認し、学習することを目
的とする。

創光堂鍼灸療院

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

　　　　実習・演習等にあたる専任教員には、前線で活躍している臨床経験豊かな鍼灸師で、かつ厚生労働大臣
　　　　の指定した教員養成課程（２年課程）を終了した者を選定する。
　　　　専門科目の授業の一部を担当する外部講師の選定に当たっては、実践経験豊富な者を選定する。
　　　　臨床実習は、主に校内に設置している実習施設や設備を活用することを前提にしているが、授業の内容に
　　　　よっては学外で実習する場合がある。その場合には学生指導をはじめ、学修成果の評価まで行える体制の
　　　　企業等を選定している。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容

　　　　企業等と連携して行う具体的な授業科目としては鍼灸演習８（１単位：16時間）の授業の一部を外部講師が担
　　　　当している。
　　　　実習前には必ず学科と実習施設側との間で確認や意見交換を行う。具体的には、実習目的や内容、学生評価
　　　　の視点や基準・方法などを相互で確認する。
　　　　外部講師が一部担当している前記科目については、担当の専任教員と授業内容および学修成果の評価につい
　　　　て十分協議して対応している。

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

　　　　平成28年06月10日・11日　「第65回全日本鍼灸学会学術大会」（公社）全日本鍼灸学会（北海道）
　　　　平成28年09月23日・24日・25日　「第71回日本体力医学会大会」（一社）日本体力医学会（岩手県）
　　　　平成28年11月05日・06日　「WFAS世界鍼灸学会連合会学術大会」（公社）全日本鍼灸学会ほか（茨城県）

②指導力の修得・向上のための研修等

　　　　平成29年02月21日　「人権・同和教育研修」福岡県専修学校各種学校協会（福岡県）

（３）研修等の計画

①専攻分野における実務に関する研修等

　　　　平成29年06月10日・11日　「第66回全日本鍼灸学会学術大会」（公社）全日本鍼灸学会（東京都）
　　　　平成29年10月14日・15日　「日本伝統鍼灸学会第45回学術大会」日本伝統鍼灸学会（石川県）

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

　　　　本校の教育目標達成のために必要な教員の研修・研究支援を積極的に推進する。そのための教職員
　　　　研修規定を設けている。
　　　　支援の内容を、学生教育に資することと各教員の専攻する専門領域の学究に資することとに大別する。
　　　　学生教育に資することとして、教育力向上が期待できるさまざまな研修会への参加や学会への入会が
　　　　想定される。同時に鍼灸師が働く現場研修を通しての現場現状の把握などが想定される。
　　　　教員の専門領域の学究に資することとしても前述と同様なことが想定される。
　　　　本校のFD（Faculty development）の一環として、学生教育に資することを目的に外部講師による講義や
　　　　ワークショップを行う。

（２）研修等の実績

①専攻分野における実務に関する研修等

②指導力の修得・向上のための研修等

　　　　平成29年11月21日　「人権・同和教育研修」福岡県専修学校各種学校協会（福岡県）
　　　　平成29年12月12日・13日　「新任指導力を学ぶ中堅教員研修」福岡県専修学校各種学校協会（福岡県）



種別

関係団体役職

校長

同窓会会長

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（１）教育理念・目標 理念・目的・育成人材像、特色、将来構想

（２）学校運営 運営方針、事業計画、運営組織、処遇、意思決定、情報ｼｽﾃﾑ

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表して
　　いること。また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させて
　　いること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

　　　　学校関係者評価を推進するために、学則第30条の（７）及び細則第76条に規定した「学校関係者評価委
　　　　員会」を設置した。この委員会は、関係団体役職員・高等学校の校長・同窓会役員の学外関係者のみで
　　　　組織し、学内組織である「自己点検・自己評価委員会」から出された点検および評価結果をもとにさまざま
　　　　な方面から検討・協議することを責務とする。
　　　　本校は学校関係者評価委員会からの提言等をもとにより良い学校を訴求していく。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

（６）教育環境 施設・設備、学外実習等、防災体制

（７）学生の受入れ募集 学生募集活動、入学選考基準、学納金

（８）財務 財務基盤、予算・収支計画、会計監査、財務情報公開

（３）教育活動 業界ニーズ、到達レベル、カリキュラム、評価体制、評価基準、指導体制

（４）学修成果 就職率、資格取得率、退学率、社会的活動

（５）学生支援 就職・進学指導体制、相談体制、経済的支援体制、生活環境、保護者連携他

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（３）学校関係者評価結果の活用状況

1) 学校関係者評価委員会から教育活動等に関して以下のような意見が出された。
①　各学科の教育目標を、教員及び学生が、共に理解を深めて進化すべき。
②　学生の将来を見据えたきめ細かい教育指導を行い、医療業界の構成員としての理解を深めさせる必要
　　　がある。
③　学生が気軽に相談できるためのスペースの確保や、目の前の教員が親身になることも必要。
④　学生獲得の競争が激化する中、学校の個性化も必要。

2) 上記①～④の意見等に関しての活用状況を以下に述べる。
①　各学科の教育目標を教員のみならず学生に対しても広く掲げて、教員、学生共に理解を深めるように努める。
②　シラバスの中に医療従事者としての自覚を促す内容を盛り込むことで対応する。
③　学校カウンセラーに任せきることなく、声かけなどによって教員と学生の距離を縮め、気軽に相談できる環境の
　　　整備に努める。
④　SNS等を通じて１１学科を有する本校の特性を強調すると共に、より多角的な視野をもつ医療従事者の養成に
　　　努める。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

名　前 所　　　属 任期

（９）法令等の遵守 設置基準、個人情報、自己評価と公開

（１０）社会貢献・地域貢献 学校教育資源の活用、ボランティア活動

（１１）国際交流

平成29年4月1日現在

大森　弘太郎 九州医療スポーツ専門学校　同窓会 H29年4月1日～H31年3月31日

堀内　担志 九州共立大学 H29年4月1日～H31年3月31日

久保　英二 福岡県立北九州高等学校 H29年4月1日～H31年3月31日

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

ホームページ

URL：http://www.kmsv.jp/
公表時期：９月末



（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

　　　本校では平成22年度より学生による授業評価を実施し、その結果を担当教員にフィードバックすることを
　　　もって自己点検・自己評価と位置付けてきたが、今後はそれを前述の４．の（２）専修学校における学校評
　　　価ガイドラインに準拠した内容にまで拡げ、そのすべての結果を本校の学校関係者評価委員会に提示する。
　　　学校関係者評価委員会で検討・協議してもらった上での提言内容に対する本校ならびに学科の見解ならび
　　　に対処等については、本校のホームページ等で企業等の学校関係者に対して情報の提供を行う。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画
教育理念、学校の特徴、施設設備、教育目標及び授業実施計画、校長名、所在地、
連絡先等、その他の諸活動に関する計画

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営
　　の状況に関する情報を提供していること。」関係

（５）様々な教育活動・教育環境 学校行事、課外活動

（６）学生の生活支援 学生寮やアパート等の紹介、学生相談、就学支援

（７）学生納付金・修学支援 学生納付金、奨学金制度

（２）各学科等の教育 学科紹介、資格取得内容、シラバス、募集要項(選考方法と募集定員)

（３）教職員 教員情報

（４）キャリア教育・実践的職業教育 キャリア教育の取組、実技・実技等の取組、就職支援等の取組

（１１）その他 国家試験合格率

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（３）情報提供方法

URL：http://www.kmsv.jp/

（８）学校の財務 貸借対照表

（９）学校評価 自己点検自己評価・学校関係者評価委員会評価・外部評価

（１０）国際連携の状況
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○ 自然科学1
人体の大枠である生物を主体に学び、そこ
から人体組織に関しても学ぶ。

1
前

32 2 ○ ○ ○

○ 自然科学2
人体の大枠である生物を主体に学び、そこ
から人体組織に関しても学ぶ。

1
後

32 2 ○ ○ ○

○ 社会科学
経済学と経営学の概念や社会環境の中での
機能について理解することを目的とする。

1
前

32 2 ○ ○ ○

○ 外国語
英語力を総合的に向上させること、および
医療関係で用いられる用語、表現にふれる
ことを目的とする。

1
前

32 2 ○ ○ ○

○ 人文科学

コミュニケーション学の概念や理論を学
び、言語や非言語によるコミュニケーショ
ンと対人関係との相互作用についての理解
を深めることを目的とする。

2
前

32 2 ○ ○ ○

○ 保健体育理論1
医療人として必要な健康・身体・スポーツ
等、身体と運動について学ぶ。

1
前

32 2 ○ △ ○ △ ○ △

○ 保健体育理論2
医療人として必要な健康・身体・スポーツ
等、身体と運動について学ぶ。

1
後

32 2 ○ △ ○ △ ○ △

○ 解剖学1
人体の構造。特に骨を理解し、医療に必要
な人体の基本知識を身につけることを目的
とする。

1
前

32 2 ○ ○ ○

○ 解剖学2
人体の構造。特に筋を理解し、医療に必要
な人体の基本知識を身につけることを目的
とする。

1
前

32 2 ○ ○ ○

○ 解剖学3
人体の構造。特に脈管を理解し、医療に必
要な人体の基本知識を身につけることを目
的とする。

1
後

32 2 ○ ○ ○

○ 解剖学4
人体の構造。特に内臓を理解し、医療に必
要な人体の基本知識を身につけることを目
的とする。

1
後

32 2 ○ ○ ○

○ 解剖学5
人体の構造。特に内分泌・感覚系を理解
し、医療に必要な人体の基本知識を身につ
けることを目的とする。

1
後

32 2 ○ ○ ○

○ 解剖学6
人体の構造。特に中枢神経を理解し、医療
に必要な人体の基本知識を身につけること
を目的とする。

2
前

32 2 ○ ○ ○

○ 解剖学7
人体の構造。特に末梢神経を理解し、医療
に必要な人体の基本知識を身につけること
を目的とする。

2
前

32 2 ○ ○ ○

○ 生理学1
人体の機能。特に細胞・循環の機能を理解
し、医療に必要な人体の基本知識を身につ
けることを目的とする。

1
前

32 2 ○ ○ ○

○ 生理学2
人体の機能。特に呼吸・内臓の機能を理解
し、医療に必要な人体の基本知識を身につ
けることを目的とする。

1
後

32 2 ○ ○ ○

○ 生理学3
人体の機能。特に腎臓・内分泌の機能を理
解し、医療に必要な人体の基本知識を身に
つけることを目的とする。

2
前

32 2 ○ ○ ○

○ 生理学4
人体の機能。特に神経の機能を理解し、医
療に必要な人体の基本知識を身につけるこ
とを目的とする。

2
前

32 2 ○ ○ ○

○ 生理学5
人体の機能。特に筋・感覚系の機能を理解
し、医療に必要な人体の基本知識を身につ
けることを目的とする。

2
後

32 2 ○ ○ ○
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○ 病理学概論
現代医学的観点からそれぞれの器官の疾患
の病因、症状、疫学、検査、治療法を理解
することを目的とする。

2
後

32 2 ○ ○ ○

○ 臨床医学総論1
現代医学で用いられる診察法と検査法につ
いて理解することを目的とする。

2
前

32 2 ○ ○ ○

○ 臨床医学総論2
現代医学で用いられる診察法と検査法につ
いて理解することを目的とする。

2
後

32 2 ○ ○ ○

○ 臨床医学各論1
現代医学的観点からそれぞれの器官の疾患
の病因、症状、疫学、検査、治療法を理解
することを目的とする。

2
前

32 2 ○ ○ ○

○ 臨床医学各論2
現代医学的観点からそれぞれの器官の疾患
の病因、症状、疫学、検査、治療法を理解
することを目的とする。

2
後

32 2 ○ ○ ○

○ 臨床医学各論3
現代医学的観点からそれぞれの器官の疾患
の病因、症状、疫学、検査、治療法を理解
することを目的とする。

2
後

32 2 ○ ○ ○

○ 臨床医学各論4
現代医学的観点からそれぞれの器官の疾患
の病因、症状、疫学、検査、治療法を理解
することを目的とする。

3
前

32 2 ○ ○ ○

○ 臨床医学各論5
現代医学的観点からそれぞれの器官の疾患
の病因、症状、疫学、検査、治療法を理解
することを目的とする。

3
前

32 2 ○ ○ ○

○
リハビリテーション
医学

障害学と運動学を習得し、正しい知識を深
めることを目的とする。

3
前

32 2 ○ ○ ○

○ 衛生学公衆衛生学
医療に必要な衛生学的知識を習得させ、身
につけることを目的とする。

1
後

32 2 ○ ○ ○

○ 東洋医学概論1

鍼灸治療に必要な基本的東洋医学の理論を
学び、人体のとらえ方、疾病観について理
解する
ことを目的とする。

1
前

32 2 ○ ○ ○

○ 東洋医学概論2

鍼灸治療に必要な基本的東洋医学の理論を
学び、人体のとらえ方、疾病観について理
解する
ことを目的とする。

1
後

32 2 ○ ○ ○

○ 経絡経穴概論1
東洋医学の診断・治療に深く関わる経絡と
経穴の理解することを目的とする。

1
前

32 2 ○ ○ ○

○ 経絡経穴概論2
東洋医学の診断・治療に深く関わる経絡と
経穴の理解することを目的とする。

1
後

32 2 ○ ○ ○

○ 鍼灸理論

医療の中で求められる鍼灸治療の基本知識
や生体反応について理解し、東洋医学と西
洋医学の相互理解を深めることを目的とす
る。ここでは鍼灸臨床で用いる器具、技
術、衛星処置、リスク管理について学ぶ。

3
前

32 2 ○ ○ ○

○ 東洋医学診断論
東洋医学の診断・治療を行うために必要で
ある四診法や治療法を学ぶ。

2
前

32 2 ○ ○ ○

○ 東洋医学臨床論1
主訴に対する西洋医学的、東洋医学的治療
法を学ぶ。

2
後

32 2 ○ ○ ○

○ 東洋医学臨床論2
主訴に対する西洋医学的、東洋医学的治療
法を学ぶ。

2
後

32 2 ○ ○ ○
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○ 東洋医学臨床論3
東洋医学概論で学んだ概念を元に、臨床上
遭遇しやすい疾患・症候についての概要と
治療法を理解することを目的とする

3
前

32 2 ○ ○ ○

○ 社会鍼灸学
現代社会においてのはり師・きゅう師の役
割や社会的ニーズを、歴史や関係する法律
を踏まえて学ぶ。

3
前

32 2 ○ ○ ○

○ 基礎実技1

基礎的な鍼の技術を安全かつ衛生的に行え
ることを習得することを目的とする。また
過誤や副作用についてしっかりと意識付け
る。

1
前

32 1 ○ ○ ○

○ 基礎実技2

基礎的な灸の技術を安全かつ衛生的に行え
ることを習得することを目的とする。また
過誤や副作用についてしっかりと意識付け
る。

1
前

32 1 ○ ○ ○

○ 基礎実技3

基礎的な鍼の技術を安全かつ衛生的に行え
ることを習得することを目的とする。また
過誤や副作用についてしっかりと意識付け
る。

1
後

32 1 ○ ○ ○

○ 基礎実技4

基礎的な灸の技術を安全かつ衛生的に行え
ることを習得することを目的とする。また
過誤や副作用についてしっかりと意識付け
る。

1
後

32 1 ○ ○ ○

○ 応用実技1
腹診、背診、舌診、脈診の役割を理解し、
身体情報を収集するための技術を学ぶこと
を目的とする。

2
前

32 1 ○ ○ ○

○ 応用実技2

基礎実技で学んだ技術に身体の各部位別に
適切な刺鍼・施灸が行えることまた異なる
鍼を用いての手技などを行うことを目的と
する。

2
前

32 1 ○ ○ ○

○ 応用実技3

基礎実技で学んだ技術に身体の各部位別に
適切な刺鍼・施灸が行えることまた異なる
鍼を用いての手技などを行うことを目的と
する。

2
後

32 1 ○ ○ ○

○ 応用実技4

基礎実技で学んだ技術に身体の各部位別に
適切な刺鍼・施灸が行えることまた異なる
鍼を用いての手技などを行うことを目的と
する。

2
後

32 1 ○ ○ ○

○ 応用実技5
医療従事者としての心構えや接遇を学び、
治療の上で重要な医療面接について学ぶ。

2
後

32 1 ○ ○ ○

○ 臨床実技1
基礎・応用実技で学んだ技術にさらに高度
な技術を習得することを目的とする。

3
前

32 1 ○ ○ ○

○ 臨床実技2
基礎・応用実技で学んだ技術にさらに高度
な技術を習得することを目的とする。

3
前

32 1 ○ ○ ○

○ 臨床実技3
基礎・応用実技で学んだ技術にさらに高度
な技術を習得することを目的とする。

3
前

32 1 ○ ○ ○

○ 臨床実技4
基礎・応用実技で学んだ技術にさらに高度
な技術を習得することを目的とする。

3
後

32 1 ○ ○ ○

○ 臨床実技5
基礎・応用実技で学んだ技術にさらに高度
な技術を習得することを目的とする。

3
後

32 1 ○ ○ ○

○ 臨床実技6
基礎・応用実技で学んだ技術にさらに高度
な技術を習得することを目的とする。

3
後

32 1 ○ ○ ○
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授業科目等の概要

（医療専門課程鍼灸学科）平成29年度
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携

○ 臨床実習
臨床現場での実習を行うことにより、さら
に高度な知識・技術を修得し、鍼灸師とし
てあるべき姿なども総合して学習する。

3
前

45 1 ○ ○ ○

○ 総合演習1
各科目の学習によって得られた知識をさら
に総合し、充実させるために復習し、応用
力を養うことを目的とする。

1
前

32 2 ○ ○ ○

○ 総合演習2
各科目の学習によって得られた知識をさら
に総合し、充実させるために復習し、応用
力を養うことを目的とする。

1
後

32 2 ○ ○ ○

○ 総合演習3
各科目の学習によって得られた知識をさら
に総合し、充実させるために復習し、応用
力を養うことを目的とする。

2
前

32 2 ○ ○ ○

○ 総合演習4
各科目の学習によって得られた知識をさら
に総合し、充実させるために復習し、応用
力を養うことを目的とする。

2
後

32 2 ○ ○ ○

○ 総合演習5
各科目の学習によって得られた知識をさら
に総合し、充実させるために復習し、応用
力を養うことを目的とする。

3
前

32 2 ○ ○ ○

○ 総合演習6
各科目の学習によって得られた知識をさら
に総合し、充実させるために復習し、応用
力を養うことを目的とする。

3
後

32 2 ○ ○ ○

○ 総合演習7
各科目の学習によって得られた知識をさら
に総合し、充実させるために復習し、応用
力を養うことを目的とする。

3
後

32 2 ○ ○ ○

○ 総合演習8
各科目の学習によって得られた知識をさら
に総合し、充実させるために復習し、応用
力を養うことを目的とする。

3
後

32 2 ○ ○ ○

○ 総合演習9
各科目の学習によって得られた知識をさら
に総合し、充実させるために復習し、応用
力を養うことを目的とする。

3
後

32 2 ○ ○ ○

○ 総合演習10
各科目の学習によって得られた知識をさら
に総合し、充実させるために復習し、応用
力を養うことを目的とする。

3
後

32 2 ○ ○ ○

○ セミナー1
経絡経穴概論で学んだ全ての経穴を局所解
剖も含め体表から取穴できることを目的と
する。

2
前

32 2 ○ △ ○ ○

○ セミナー2
経絡経穴概論で学んだ全ての経穴を局所解
剖も含め体表から取穴できることを目的と
する。

2
後

32 2 ○ △ ○ ○

○ セミナー3
これまでに学習した科目間の連携をはか
り、実際の鍼灸臨床に役立つようにさらに
深く理解することを目的とする。

3
前

32 2 ○ ○ ○

○ セミナー4
これまでに学習した科目間の連携をはか
り、実際の鍼灸臨床に役立つようにさらに
深く理解することを目的とする。

3
後

32 2 ○ ○ ○

○ セミナー5
これまでに学習した科目間の連携をはか
り、実際の鍼灸臨床に役立つようにさらに
深く理解することを目的とする。

3
後

32 2 ○ ○ ○

○ セミナー6
これまでに学習した科目間の連携をはか
り、実際の鍼灸臨床に役立つようにさらに
深く理解することを目的とする。

3
後

32 2 ○ ○ ○

○ 鍼灸演習1
はり師・きゅう師に必要な知識を再確認
し、学習することを目的とする。

1
前

16 1 ○ △ ○ ○
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（医療専門課程鍼灸学科）平成29年度
分類

授業科目名 授業科目概要
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等
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○ 鍼灸演習2
はり師・きゅう師に必要な知識を再確認
し、学習することを目的とする。

1
後

16 1 ○ △ ○ ○

○ 鍼灸演習3
はり師・きゅう師に必要な知識を再確認
し、学習することを目的とする。

2
前

16 1 ○ △ ○ ○

○ 鍼灸演習4
はり師・きゅう師に必要な知識を再確認
し、学習することを目的とする。

2
後

16 1 ○ △ ○ ○

○ 鍼灸演習5
はり師・きゅう師に必要な知識を再確認
し、学習することを目的とする。

3
前

16 1 ○ △ ○ ○

○ 鍼灸演習6
はり師・きゅう師に必要な知識を再確認
し、学習することを目的とする。

3
前

16 1 ○ △ ○ ○

○ 鍼灸演習7
はり師・きゅう師に必要な知識を再確認
し、学習することを目的とする。

3
後

16 1 ○ △ ○ ○

○ 鍼灸演習8
はり師・きゅう師に必要な知識を再確認
し、学習することを目的とする。

3
後

16 1 ○ △ ○ ○ ○

　　　79科目

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

合計 2,413単位時間(   134単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

（留意事項）
32週１学期の授業期間
2期１学年の学期区分(卒業要件)全ての授業科目における単位(全134単位)を修得。

(履修方法)本校に登校した上で、講義、実技、演習および実習を履修する。
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